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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月28日(2013.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロトン励起Ｘ線分析により測定されたとき、１１～９２の範囲の原子番号を有する成
分を総不純物含量として５００ｐｐｍ未満の量で含み、または該総不純物含量は３００ｐ
ｐｍ未満である、好ましくは２００ｐｐｍ未満である、より好ましくは１００ｐｐｍ未満
である、さらにより好ましくは５０ｐｐｍ未満である、超高純度の合成アモルファス炭素
材料。
【請求項２】
　炭素材料の灰分が、プロトン励起Ｘ線分析データから算出されたとき０.０３％未満で
ある、または灰分が０.０１％未満である、好ましくは０.００５％未満である、より好ま
しくは０．００１％未満である、請求項１に記載の炭素材料。
【請求項３】
　請求項１に記載の炭素材料であって、
該炭素材料が、プロトン励起Ｘ線分析により測定されたとき、３ｐｐｍ未満の鉄を含有す
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る、または１ｐｐｍ未満のニッケルを含有する、または５ｐｐｍ未満の硫黄を含有する、
または１ｐｐｍ未満のクロムを含有する、または１ｐｐｍ未満の銅を含有する、炭素材料
。
【請求項４】
　炭素材料が、プロトン励起Ｘ線分析により測定されたとき、１００ｐｐｍ未満のナトリ
ウム、３００ｐｐｍ未満のケイ素、５０ｐｐｍ未満の硫黄、１００ｐｐｍ未満のカルシウ
ム、２０ｐｐｍ未満の鉄、１０ｐｐｍ未満のニッケル、１４０ｐｐｍ未満の銅、５ｐｐｍ
未満のクロム、および５ｐｐｍ未満の亜鉛を含有する、請求項１または２に記載の炭素材
料。
【請求項５】
　炭素材料が、プロトン励起Ｘ線分析により測定されたとき、５０ｐｐｍ未満のナトリウ
ム、５０ｐｐｍ未満のケイ素、３０ｐｐｍ未満の硫黄、１０ｐｐｍ未満のカルシウム、２
ｐｐｍ未満の鉄、１ｐｐｍ未満のニッケル、１ｐｐｍ未満の銅、１ｐｐｍ未満のクロム、
および１ｐｐｍ未満の亜鉛を含有する、請求項１に記載の炭素材料。
【請求項６】
　炭素材料が、燃焼分析により測定されたとき、３.０％未満の酸素、０.１％未満の窒素
、および０.５％未満の水素を含有する、請求項１に記載の炭素材料。
【請求項７】
　炭素材料が、燃焼分析により測定されたとき、１.０％未満の酸素を含有する請求項１
に記載の炭素材料。
【請求項８】
　炭素材料が、熱分解された超高純度のポリマークリオゲルを含有する、請求項１に記載
の炭素材料。
【請求項９】
　炭素材料が、活性化された超高純度のポリマークリオゲルを含有する、請求項１に記載
の炭素材料。
【請求項１０】
　炭素材料が、少なくとも１００ｍ２／ｇのＢＥＴ比表面積を有する、または少なくとも
５００ｍ２／ｇ、または少なくとも６００ｍ２／ｇ、または少なくとも８００ｍ２／ｇ、
または少なくとも１０００ｍ２／ｇ、または少なくとも１２００ｍ２／ｇ、または少なく
とも１５００ｍ２／ｇ、または少なくとも２０００ｍ２／ｇ、または少なくとも２４００
ｍ２／ｇのＢＥＴ比表面積を有する、請求項１に記載の炭素材料。
【請求項１１】
　炭素材料が、少なくとも０．５ｃｃ/ｇ、少なくとも０.７ｃｃ/ｇ、少なくとも１.０ｃ
ｃ/ｇ、少なくとも１.４ｃｃ/ｇ、または少なくとも１.６ｃｃ/ｇ、の細孔容積を有する
、請求項１に記載の炭素材料。
【請求項１２】
　プロトン励起Ｘ線分析により測定されたとき、１１～９２の範囲の原子番号を有する成
分を総不純物含量として５００ｐｐｍ未満の量で含有し、炭素、水素、酸素を含有する超
高純度のポリマーゲル。
【請求項１３】
　超高純度のポリマーゲルが、プロトン励起Ｘ線分析により測定されたとき、１１～９２
の範囲の原子番号を有する成分を総不純物含量として２００ｐｐｍ未満の量で含有する、
請求項１２に記載の超高純度のポリマーゲル。
【請求項１４】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の炭素材料を有するデバイス。
【請求項１５】
　デバイスが、下記のａ）～ｃ）を含有する電気二重層キャパシタ（ＥＤＬＣ）デバイス
である、請求項１４に記載のデバイス：
　ａ）正極および負極であって、該正極および該負極の各々が超高純度の合成炭素材料を
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含有する該正極および該負極、
　ｂ）不活性の多孔質セパレーター、および
　ｃ）電解質、
ただし、該正極および該負極は、該不活性の多孔質セパレーターにより分離される。
【請求項１６】
　デバイスが電池である、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１７】
　デバイスが、リチウム/炭素電池、亜鉛/炭素電子、リチウム空気電池、および鉛酸電池
である、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の炭素材料を含有する電極。
【請求項１９】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の炭素材料を調製するための方法であって、該方
法が、揮発性の塩基性触媒の存在下、酸性条件下にて１種以上のポリマー前駆物質を反応
させることにより、超高純度のポリマーゲルを得ることを含む、該方法。
【請求項２０】
　ポリマー前駆物質がレソルシノールとホルムアルデヒドを含有し、酸性条件が酢酸と水
を含有するか、または揮発性の塩基性触媒が、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、
酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムまたはそれらの組合せを含む、請求項１９に記載
の方法。
【請求項２１】
　揮発性の塩基性触媒の存在下、酸性条件下にて１種以上のポリマー前駆物質を反応させ
ることを含む、ポリマーゲルの製造方法。
【請求項２２】
　ポリマー前駆物質がレソルシノールとホルムアルデヒドを含有し、酸性条件が酢酸と水
を含有するか、または揮発性の塩基性触媒が、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、
酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムまたはそれらの組合せを含む、請求項２１に記載
の方法。
【請求項２３】
　１種以上のポリマー前駆物質、酸および揮発性の塩基性触媒を含有する組成物。
【請求項２４】
　ポリマー前駆物質がレソルシノールとホルムアルデヒドであり、酸が酢酸であり、また
は揮発性の塩基性触媒が、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、
水酸化アンモニウムまたはそれらの組合せである、請求項２３に記載の組成物。
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